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定例監査結果報告書の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、税務課の定例監査を実施したので、同条第９

項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 

 

定例監査結果報告書 

 

１ 監査の対象 

税務課の令和５年４月１日から令和５年８月末までの財務事務及び関連事務事業の執

行状況 

２ 監査の期日   令和５年１０月２５日 

３ 準拠基準    南陽市監査基準 

４ 監査の着眼点 

  監査の対象の事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げる

ようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。 

５ 監査の方法 

   資料及び関係諸帳簿の提出を求めるとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取し

て監査を行った。 

６ 監査の結果 

   予算執行については計数上の誤りは認められず、事務事業の執行についてもおおむね

良好と認められた。 


